
千葉県介護現場革新会議
について

資料３



• 介護サービスの需要は今後、更に高まることが見込まれています。一方で、

我が国の生産年齢人口は急速に減少することが見込まれており、人材確保は

既に全産業的に喫緊の大きな課題です。

• 介護分野の生産性向上の取組については、介護サービスの質の維持・向上が

見込まれるとともに、介護現場の職員の負担軽減等にもつながるものであり、

加えて、魅力向上・介護人材確保等による経営の安定も図られる

「三方良し」の取組であることを踏まえれば、介護サービス事業所自らが

積極的に推進すべきものとも考えられます。

• 人手不足の中でも介護サービスの質の維持・向上を実現するためには、介護

サービス事業所の課題を明確にし、業務改善活動等に継続的に取り組む必要

があります。そして、これらを通じて職員の働きがいや仕事に対する満足度

を高め、その結果として更なるサービスの質の向上につながります。

背景 「生産性向上」に取り組む目的等

出展：「介護現場革新会議の設置・開催に係る手引き」より一部赤字にして抜粋



• 各介護サービス事業所が持続可能かつ充実したサービスを提供するためには、

生産性向上の取組の推進の観点からも、都道府県・市区町村において事業者に

対する様々な支援や働きかけを行う必要があります。

• 具体的には、地域における生産性向上の取組の推進に関する司令塔として、課題や

展望を広く議論する介護現場革新会議の開催が挙げられます。介護現場革新会議に

おいては、都道府県がリーダーシップを発揮し、各関係機関や介護サービス事業所

の経営層らと地域の課題とともに当事者意識を共有し、それぞれの立場において

果たすべき役割について対話を重ねることが重要です。

• より多くの介護事業所が生産性向上の取組の必要性を理解し、取組を推進するため

には、整備されたガイドラインやツールを用いて適切な支援ができる地域の拠点や

アドバイザー等が必要です。また、都道府県を中心として関連業界団体や先進的な

取組を実施している介護事業所等を巻き込みネットワークを形成するなど、より

広く地域の介護事業所に支援が行き届くような体制の構築も不可欠です。

背景 都道府県・市区町村が中心となって地域全体で取り組む意義等

出展：「介護現場革新会議の設置・開催に係る手引き」より一部赤字にして抜粋



第１条 千葉県において、介護現場における業務改善の取組を推進することを目的とし、

関係団体等と協力して介護現場における課題や取組等を共有しながら、各団体の知識を

結集し、対話を重ねるため、「千葉県介護現場革新会議（以下「革新会議」という。）」

を設置する。

第２条 革新会議は、次に掲げる事務を所掌する。

（１）介護現場の業務改善に関する施策の推進に関すること。

（２）介護現場の業務改善に関する施策の情報共有及び連携に関すること。

（３）介護業務効率アップセンター（以下「効率アップセンター」という。）の運営他、

介護現場の業務改善に関する施策に必要な事項に関すること。

第４条 千葉県は、所掌事務に関し必要があるときは、構成員以外の者の出席を求めることが

できる。

千葉県介護現場革新会議設置要綱

今後の事業展開により、先進的な取組をしている事業所による事例発表等
を想定



千葉県介護現場革新会議の目指すもの

• 団体や分野を越えた交流により知恵を出し合う

• 業務改善の支援策について広く周知するため必要な情報を共有する

• 出された意見を県の支援策に活かす

• 出された意見・情報を持ち帰り、各団体内で周知するとともに
取組に活かすことで、全県的に業務改善等が図られる

• 少子高齢社会の進展という厳しい環境の中にあっても、
介護サービスの質の維持・向上を実現し、
介護職員の働きがいや仕事に対する満足度が高まるとともに
介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせる地域社会の構築が
図られる



• 第２回会議（11～12月頃）

（１）今年度の県における施策（中間報告）

（２）介護業務効率アップセンターの取組状況（中間報告）

（３）地域の課題を踏まえたセンターの取組方針等について

（４）意見交換

• 第３回会議（2～3月頃）

（１）今年度の千葉県における施策の振り返り

（２）介護業務効率アップセンターの取組状況

（３）来年度の県およびセンターの取組方針（案）について

（４）意見交換

※会議で出された意見を踏まえて変更する場合もあります。

今後の予定



• 各委員から介護現場の課題や取組について御意見を伺います

（様々な課題があると思いますが、各構成員で連携できそうなことや

これまでの説明内容に関することについてお話しください）

• 発言に対しての質問や意見、解決策等を出し合い、対話を重ねます

• 意見交換で出された御意見の概要については、後日事務局がとりまとめて

会議資料と共に公表させていただきます

※なお、各地域への展開の観点から、市町村の担当課のオブザーバー参加を可能と

とさせていただきたいと思います

意見交換の進め方



参 考



（参考）介護施設等における生産性向上に資するパイロット事業
（令和元年度～令和2年度） ～他自治体の取組～

出展：「介護施設等における生産性向上に資するパイロット事業 自治体向け手引き」 （厚生労働省）より



出展：令和５年度 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰 取組事例集 より抜粋 （https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-hyosyo.html）

（参考）令和5年度 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰

～内閣総理大臣表彰 受賞事業所の取組①～

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-hyosyo.html


（参考）令和5年度 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰

～内閣総理大臣表彰 受賞事業所の取組②～

出展：令和５年度 介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰 取組事例集 より抜粋 （https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-hyosyo.html）

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-hyosyo.html
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